
発
見
し
た
り
し
た
場
合
は
、必
要
に
応
じ
、

障
害
者
の
一
時
保
護
や
支
援
を
行
い
ま
す

の
で
、
窓
口
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

通
報
者
、
相
談
者
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
。

❖
虐
待
の
種
類

【
身
体
的
虐
待
】
体
に
傷
や
痛
み
を
負
わ
せ

る
暴
行
を
加
え
る
こ
と
や
、
正
当
な
理
由

な
く
体
の
自
由
を
奪
う
こ
と

【
性
的
虐
待
】
無
理
や
り
（
ま
た
は
同
意
と

見
せ
か
け
）
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
こ

と
や
、
さ
せ
る
こ
と

【
心
理
的
虐
待
】
激
し
い
暴
言
を
浴
び
せ
た

り
、
拒
絶
的
な
態
度
を
と
っ
た
り
す
る
な

ど
し
て
、
心
を
傷
つ
け
る
こ
と

【
放
棄
・
放
任
】
食
事
や
入
浴
、
排
泄
な
ど

の
介
助
を
せ
ず
、
心
や
体
を
衰
弱
さ
せ
る

こ
と

【
経
済
的
虐
待
】
本
人
の
同
意
な
し
に
財
産

や
年
金
、
賃
金
な
ど
を
使
う
こ
と
や
、
不

利
益
を
与
え
る
こ
と

◦
通
報
窓
口

▼
地
域
福
祉
課

☎
23
局
３
６
９
７

23
局
３
５
４
５

※
夜
間
・
休
日
・
年
末
年
始
は
、
市
役
所

（
代
表
）
☎
22
局
１
１
１
１

◦
相
談
窓
口

▼
田
原
市
障
害
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
23
局
３
８
１
２

23
局
３
１
１
０

寄
付

　

次
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

＊
ふ
る
さ
と
寄
附
金
＊

▼
８
月
19
日
、
匿
名
希
望
の
方
か
ら
環
境

保
全
の
た
め
、
金
５
万
円
。

▼
８
月
25
日
、
匿
名
希
望
の
方
か
ら
環
境

保
全
の
た
め
、
金
２
万
円
。

縦
覧

IN
S
P
EC
TIO
N
  FO

R
  P
U
B
LIC

愛
知
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿

　

平
成
27
年
９
月
１
日
現
在
で
調
製
さ
れ

た
愛
知
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
＝
10
月
20
日
（
火
）
～
11
月

３
日
（
火
・
祝
）　

▼
縦
覧
時
間
＝
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時　

▼
縦
覧
場
所
＝

選
挙
管
理
委
員
会
（
市
役
所
南
庁
舎
３
階

総
務
課
）

▼
選
挙
管
理
委
員
会
（
総
務
課
内
）

☎
23
局
３
５
０
６

23
局
０
１
８
０

障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
・
バ
ス
電
車
券
・

元
気
パ
ス
購
入
助
成
券（
下
半
期
分
）交
付

▼
対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
１
・
２
級
の
下
肢
・
体
幹
・
視
覚
障
害

ま
た
は
１
級
の
内
部
障
害
が
あ
る
方
②
Ａ

判
定
の
知
的
障
害
が
あ
る
方
③
１
・
２
級

の
精
神
障
害
が
あ
る
方　

▼
手
続
き
に
必

要
な
も
の
＝
障
害
者
手
帳

◦
交
付
に
つ
い
て

▼
日
時
＝
平
成
28
年
３
月
31
日
（
木
）
ま

で
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）　

▼
場
所
＝
①

田
原
地
区
の
方
…
市
役
所
地
域
福
祉
課

（
北
庁
舎
１
階
）
②
赤
羽
根
地
区
の
方
…

赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー
③
渥
美
地
区
の
方

…
渥
美
支
所　

▼
地
域
福
祉
課

☎
23
局
３
６
９
７

23
局
３
５
４
５

障
害
者
に
対
す
る
虐
待

迷
わ
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　

障
害
者
を
虐
待
か
ら
守
り
、
ま
た
そ
の

養
護
者
を
支
援
す
る
た
め
、
障
害
者
虐
待

防
止
法
（
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者

の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法

律
）
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
法
律
に
よ
り
、
養
護
者
（
家
族
や

同
居
人
等
）、
福
祉
施
設
従
事
者
、
使
用

者
（
雇
用
主
等
）
か
ら
虐
待
を
受
け
た
り

税TA
X

法
人
市
民
税
の
各
種
届
出

　

市
内
で
法
人
な
ど
の
新
規
設
立
や
、
事

務
所
・
事
業
所
の
新
規
開
設
を
し
た
場
合

は
、速
や
か
に
登
記
簿
謄
（
抄
）
本
（
写
し
）

と
定
款（
写
し
）を
添
え
て
、法
人
設
立（
変

更
）
等
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
商
号
」「
所
在
地
」「
代
表
者
」「
資

本
金
額
」「
決
算
期
」
な
ど
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
や
「
法
人
の
解
散
」「
事
業
所
の
閉

鎖
」
な
ど
を
し
た
場
合
も
、
そ
の
都
度
、
変

更
届
出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（「
エ
ル

タ
ッ
ク
ス
」
を
利
用
し
て
の
届
出
も
可
）

※
法
人
設
立
（
変
更
）
等
申
告
書
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

▼
税
務
課
☎
23
局
３
５
０
９

http://w
w

w
.city.tahara.aichi.jp/
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